




KPI：資源有効化率（本保証対象） 
 
 
 
 
 
算定期間：2024 年 4 月～2025 年 3 月 
集計範囲：三井住友ファイナンス＆リース株式会社単体の国内拠点を対象 
算定方法： 
 

資源有効化率※１ ＝ 

 
再リース化率※2+（終了比率※3×売却比率※4） 

+（終了比率×当社廃棄率※5×リサイクル比率※6） 
 

 
※1 算定対象は、以下の(1)～(3)の要件をすべて満たす物件のうち、残存価額がないものに限定しており、
データ集計上の制約から僅少に留まる当社の営業系基幹システム登録外取引等は対象範囲から除い
ている。 

(1)当社の所有権移転外ファイナンスリース契約の対象物件 
(2)航空機または不動産に該当しない物件 
(3)当社の営業系基幹システムに登録された物件 

※2 再リース化率とは、リース期間満了物件のうち、再リース契約の締結に成功した物件の比率（当社
取得価格ベース）をいう。 
※3 終了比率とは、リース期間満了物件のうち、再リースされずリース契約が終了した物件の比率（当社
取得価格ベース）をいう。 
※4 売却比率とは、再リースされずリース契約が終了した物件のうち、当社が売却に成功した物件の比率
（当社取得価格ベース）をいう。 
※5 当社廃棄率とは、再リースされずリース契約が終了した物件のうち、当社が排出事業者として廃棄す
る物件の比率（当社取得価格ベース）をいう。 
※6 リサイクル比率とは、当社が排出事業者として廃棄する物件について廃棄を依頼している業者のリサ
イクル比率（物件重量ベース）をいう。具体的には、業者の事業所毎の「リサイクル量÷受入量」を加
重平均して算定した比率である。そのため、当社が排出事業者として廃棄する物件以外の物件を含め
た業者のリサイクル比率になっている。 
 
 

2025年 3月期資源有効化率：92.0％★ 
※★で示す数値は、KPMG あずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を取得 
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